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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　デバイス固有情報を記憶する記憶部を有してネットワークに接続するネットワークデバ
イス、前記デバイス固有情報を記憶する無線ＩＣタグ、および前記ネットワークデバイス
の前記記憶部に記憶された前記デバイス固有情報を読み出して読み出した前記記憶部に記
憶された前記デバイス固有情報を印刷する印刷部を有する印刷装置と、
　前記無線ＩＣタグに記憶された前記デバイス固有情報を読み取る読取部、前記印刷装置
の前記印刷部で印刷された前記デバイス固有情報を撮像する撮像部、前記読取部で読み取
った前記デバイス固有情報と前記撮像部で撮像した前記デバイス固有情報とを照合する照
合部、および前記照合部で照合した照合結果を出力する出力部を有する照合装置と、
を備えることを特徴とする照合システム。
【請求項２】
　前記照合装置は、印刷データを送信する印刷データ処理部を有し、
　前記印刷データ処理部は、前記照合部で照合された照合結果に基づいて、前記無線ＩＣ
タグに記憶された前記デバイス固有情報に基づく送信先に前記印刷データを送信する請求
項１に記載の照合システム。
【請求項３】
　前記印刷部は、前記記憶部に記憶された前記デバイス固有情報を、コード画像として印
刷する請求項１又は２に記載の照合システム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、照合システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、印刷システムとして、複数の印刷装置と、印刷実行対象となる印刷装置に印刷デ
ータを送信する情報処理装置（印刷制御装置）とを備えたものが知られている（特許文献
１参照）。この複数の印刷装置および情報処理装置は、ネットワークに接続されている。
そして、情報処理装置は、ネットワーク上の利用可能な印刷装置を検索する検索部と、検
索結果に含まれる印刷装置のうち、いずれか１つの指定を受け付け、指定された印刷装置
を印刷実行対象として特定する設定受付部と、印刷データを生成し、印刷実行対象として
特定された印刷装置に対して当該印刷データを送信する印刷データ生成部とを有している
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－１９０１１６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、上記従来の印刷システムでは、印刷データの送信先を設定するのに、ネット
ワーク上の利用可能な印刷装置を検索すると共に、ユーザー操作により検索結果の複数の
印刷装置の中から１つの印刷装置を指定する必要があり、当該送信先の設定が煩雑であっ
た。そこで、無線ＩＣタグを有する印刷装置を用いて、当該送信先の設定を行う構成が考
えられた。すなわち、印刷装置の無線ＩＣタグに、搭載したネットワークデバイスのＭＡ
Ｃアドレス（デバイス固有情報）を記憶しておく。そして、情報処理装置に設けた無線タ
グ読取部によって、当該無線ＩＣタグからＭＡＣアドレスを読み取り、当該ＭＡＣアドレ
スに基づいて印刷データの送信先を設定する構成である。
　しかしながら、このような構成では、無線ＩＣタグに記憶されたＭＡＣアドレスと、搭
載したネットワークデバイスのＭＡＣアドレスとを照合する方法がないため、無線ＩＣタ
グに対し誤ったＭＡＣアドレスが記憶され、印刷データの送信先の設定を正確に行うこと
ができないという問題がある。
【０００５】
　本発明は、無線ＩＣタグに記憶されたデバイス固有情報と、搭載したネットワークデバ
イスのデバイス固有情報とを容易に照合することができる印刷装置、印刷システムおよび
照合システムを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の印刷装置は、デバイス固有情報を記憶する記憶部を有し、ネットワークに接続
するネットワークデバイスと、ネットワークデバイスのデバイス固有情報を記憶する無線
ＩＣタグと、ネットワークデバイスの記憶部に記憶された前記デバイス固有情報を読み出
し、読み出した記憶部に記憶された前記デバイス固有情報を印刷する印刷部と、を有する
ことを特徴とする。
【０００７】
　本発明の構成によれば、ネットワークデバイスから読み出したデバイス固有情報を印刷
することができるので、搭載したネットワークデバイスのデバイス固有情報と、無線ＩＣ
タグに記憶されたデバイス固有情報とを容易に照合することができる。そのため、無線Ｉ
Ｃタグに、誤ったデバイス固有情報が記憶されていないか否かを確認することができ、印
刷データの送信先の設定を正確に行うことができる。なお、デバイス固有情報は、ネット
ワークデバイスを特定する情報であり、例えば、ＭＡＣアドレス（Media　Access　Contr
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ol　address）やＢＤアドレス（Bluetooth　device　address：「Bluetooth」は登録商標
）等である。
【０００８】
　この場合、印刷部は、記憶部に記憶された前記デバイス固有情報を、文字列として印刷
することが好ましい。
【０００９】
　本発明の構成によれば、デバイス固有情報を文字列として印刷することで、印刷された
当該文字列によって、デバイス固有情報を視認することができる。
【００１０】
　また、印刷部は、記憶部に記憶された前記デバイス固有情報を、コード画像として印刷
することが好ましい。
【００１１】
　本発明の構成によれば、デバイス固有情報を、コード画像として印刷することにより、
印刷された当該コード画像を撮像することで、情報処理装置に、デバイス固有情報を容易
に取り込むことができる。よって、情報処理装置によって、容易に照合処理を行うことが
できる。
【００１２】
　本発明の印刷システムは、デバイス固有情報を記憶する記憶部を有してネットワークに
接続するネットワークデバイス、デバイス固有情報を記憶する無線ＩＣタグ、およびネッ
トワークデバイスの記憶部に記憶された前記デバイス固有情報を読み出して読み出した記
憶部に記憶された前記デバイス固有情報を印刷する印刷部を有する印刷装置と、無線ＩＣ
タグに記憶された前記デバイス固有情報を読み取る読取部、および読み取った無線ＩＣタ
グに記憶された前記デバイス固有情報に基づく送信先に印刷データを送信する印刷データ
処理部を有する印刷制御装置と、を備えることを特徴とする。
【００１３】
　本発明の構成によれば、無線ＩＣタグに記憶されたデバイス固有情報を確認することが
できる印刷装置を用いることで、印刷制御装置による印刷データの送信を正確に行うこと
ができる。
【００１４】
　この場合、印刷部は、記憶部に記憶された前記デバイス固有情報を、文字列として印刷
することが好ましい。
【００１５】
　本発明の構成によれば、デバイス固有情報を文字列として印刷することで、印刷された
当該文字列によって、デバイス固有情報を視認することができる。
【００１６】
　また、印刷制御装置は、読み取った無線ＩＣタグに記憶された前記デバイス固有情報に
基づいて印刷データの送信先の設定を行う印刷制御アプリケーションを動作させる制御部
を有し、制御部は、印刷制御アプリケーションを終了させたとき、送信先の設定をリセッ
トすることが好ましい。
【００１７】
　本発明の構成によれば、印刷制御アプリケーションの終了時に、送信先の設定をリセッ
トすることで、印刷制御アプリケーションの起動時に、前回使用したとき（終了時）の送
信先設定が残っていることがない。よって、前回使用した印刷装置に、誤って印刷データ
を送信してしまうのを避けることができる。
【００１８】
　本発明の照合システムは、デバイス固有情報を記憶する記憶部を有してネットワークに
接続するネットワークデバイス、デバイス固有情報を記憶する無線ＩＣタグ、およびネッ
トワークデバイスの記憶部に記憶された前記デバイス固有情報を読み出して読み出した記
憶部に記憶された前記デバイス固有情報を印刷する印刷部を有する印刷装置と、無線ＩＣ
タグに記憶された前記デバイス固有情報を読み取る読取部、印刷装置の印刷部で印刷され
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た前記デバイス固有情報を撮像する撮像部、読取部で読み取った前記デバイス固有情報と
撮像部で撮像した前記デバイス固有情報とを照合する照合部、および照合部で照合した照
合結果を出力する出力部を有する照合装置と、を備えたことを特徴とする。
【００１９】
　本発明の構成によれば、照合装置によって、照合作業を行うことができるので、ユーザ
ーによる照合作業の手間を省くことができる。
【００２０】
　この場合、照合装置は、印刷データを送信する印刷データ処理部を有し、印刷データ処
理部は、照合部で照合された照合結果に基づいて、無線ＩＣタグに記憶された前記デバイ
ス固有情報に基づく送信先に印刷データを送信することが好ましい。
【００２１】
　この構成によれば、照合結果によって、無線ＩＣタグに対し誤ったデバイス固有情報が
記憶されているか否かが分かるため、誤ったデバイス固有情報が記憶されている場合に、
当該デバイス固有情報に基づく印刷データの送信をキャンセルすることができる。よって
、印刷データの誤送信を防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の一実施形態にかかるＰＯＳシステムのシステム構成図である。
【図２】印刷装置の構成を示したブロック図である。
【図３】携帯端末の構成を示したブロック図である。
【図４】携帯端末による送信先設定動作を示したフローチャートである。
【図５】印刷システムによるレシート印刷動作を示したフローチャートである。
【図６】印刷システムによるＭＡＣアドレスの照合動作を示したフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、添付の図面を参照して、本発明の一実施形態にかかる印刷装置、印刷システムお
よび照合システムについて説明する。本実施形態では、本発明の印刷システムおよび照合
システムを用いたＰＯＳ（Point　Of　Sale）システムについて説明する。ＰＯＳシステ
ムは、携帯端末をＰＯＳ端末として使用する、いわゆるモバイルＰＯＳシステムであり、
例えば、携帯端末と印刷装置との両方を携帯して利用する。また、これらを携帯する際、
携帯端末の印刷データの送信先を、一緒に携帯する印刷装置に設定し（ペアリング設定）
、携帯端末から当該印刷装置に印刷データを送信して、印刷装置に印刷を行わせるもので
ある。本ＰＯＳシステムは、印刷装置に無線ＩＣタグを貼り付け、携帯端末に当該無線Ｉ
Ｃタグを読み取らせることで、印刷データの送信先を設定する。また、本ＰＯＳシステム
は、無線ＩＣタグに記憶された情報（ＭＡＣアドレス）が、誤ったものでないか否かを照
合する照合機能を有する。
【００２４】
　図１に示すように、ＰＯＳシステム１は、会計処理を行う複数の携帯端末２と、印刷を
行う複数の印刷装置３と、無線ＬＡＮ（Local　Area　Network）通信（例えばＷｉ‐Ｆｉ
通信等）を行う複数のアクセスポイント４（無線ＬＡＮアクセスポイント）と、複数の携
帯端末２による会計処理を管理するＰＯＳサーバー５とを備える。
【００２５】
　携帯端末２および印刷装置３は、無線ＬＡＮを介して、いずれかのアクセスポイント４
に接続される。また、アクセスポイント４とＰＯＳサーバー５とは、店舗内ＬＡＮ６を介
して接続される。よって、携帯端末２は、アクセスポイント４および店舗内ＬＡＮ６を介
して、印刷装置３にネットワーク接続され、ＰＯＳサーバー５にネットワーク接続される
。
【００２６】
　図２に示すように、印刷装置３は、腰に装着可能なモバイルプリンターで構成され、装
置ケース１０（図１参照）の内側に貼り付けられた無線ＩＣタグ３ａ（ＮＦＣタグ）と、
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アクセスポイント４との通信を行うネットワークデバイス１１と、印刷処理を行う印刷部
１２と、ネットワークデバイス１１および印刷部１２を制御する印刷制御部１３とを備え
る。
【００２７】
　無線ＩＣタグ３ａは、アンテナおよびＩＣチップを有する。また、無線ＩＣタグ３ａは
、印刷装置３に搭載した上記ネットワークデバイス１１のＭＡＣアドレス（デバイス固有
情報）を、近接無線通信により読取り可能に記憶する。詳細は後述するが、このＭＡＣア
ドレスを、携帯端末２に読み取らせることで、携帯端末２における印刷データの送信先設
定を行う。
【００２８】
　ネットワークデバイス１１は、アクセスポイント４との無線通信を行い、アクセスポイ
ント４を介して店舗内ＬＡＮ６に接続する。すなわち、ネットワークデバイス１１は、ア
クセスポイント４および店舗内ＬＡＮ６を介して、携帯端末２および他の印刷装置３との
通信を行う。また、ネットワークデバイス１１は、メモリー（記憶部）１１ａを有し、ネ
ットワークデバイス１１のＭＡＣアドレスを記憶する。
【００２９】
　印刷部１２は、印刷ヘッド（例えばサーマルヘッド）を有し、印刷制御部１３の制御で
、印刷媒体に対し印刷処理を行う。詳細は後述するが、印刷部１２は、印刷制御部１３の
制御で、レシートおよびＭＡＣアドレスを印刷する。
【００３０】
　印刷制御部１３は、所定のプログラムを実行することで、レシート印刷制御部２２およ
びＭＡＣアドレス印刷制御部２３として機能する。レシート印刷制御部２２は、携帯端末
２から送信されたレシートの印刷データを受信し、受信した印刷データに基づき、印刷部
１２を制御して、レシートを印刷（発行）させる。
【００３１】
　ＭＡＣアドレス印刷制御部２３は、印刷部１２を制御して、印刷装置３が搭載した上記
ネットワークデバイス１１のＭＡＣアドレスを印刷させる。具体的には、ネットワークデ
バイス１１のメモリー１１ａから、当該ネットワークデバイス１１のＭＡＣアドレスを読
み出し、読み出したＭＡＣアドレスを文字列Ａ１および二次元コード（コード画像）Ａ２
（例えばＱＲコード（登録商標））として印刷させる。すなわち、ＭＡＣアドレスを示す
文字列Ａ１および、ＭＡＣアドレスを示す二次元コードＡ２を印刷媒体に印刷させて、こ
れらを印刷した印刷物Ａを発行させる。
【００３２】
　次に図３を参照して、携帯端末２について説明する。図３に示すように、携帯端末２は
、一般的なタブレット端末（タブレットＰＣ）で構成され、ＮＦＣ読取部（読取部）３１
と、撮像カメラ（撮影部）３２と、各種表示および各種操作を行うタッチパネル（出力部
）３３と、これらを制御する制御部３４とを備える。
【００３３】
　ＮＦＣ読取部３１は、ＮＦＣアンテナおよびＮＦＣ制御回路等を有し、近接無線通信に
より無線ＩＣタグ３ａを読取り可能とする。
【００３４】
　撮像カメラ３２は、ＣＭＯＳ（Complementary　Metal　Oxide　Semiconductor）やＣＣ
Ｄ（Charge　Coupled　Device）などのイメージセンサーを有するカメラで構成され、画
像を撮像可能とする。
【００３５】
　制御部３４は、ＣＰＵ（Central　Processing　Unit）、ＲＯＭ（Read　Only　Memory
）、ＲＡＭ（Random　Access　Memory）等で構成され、携帯端末２を制御する。また、制
御部３４は、会計処理を行うＰＯＳアプリケーション４１と、印刷制御を行う印刷制御ア
プリケーション４２とがインストールされる。すなわち、制御部３４により、ＰＯＳアプ
リケーション４１を実行することで、携帯端末２が「会計処理装置」として機能し、制御
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部３４により、印刷制御アプリケーション４２を実行する（動作させる）ことで、携帯端
末２が「印刷制御装置」として機能する。また、印刷制御アプリケーション４２には、無
線ＩＣタグ３ａに記憶されたＭＡＣアドレスの照合機能が搭載され、制御部３４により、
印刷制御アプリケーション４２を実行することで、携帯端末２が「照合装置」として機能
する。
【００３６】
　ＰＯＳアプリケーション４１は、タッチパネル３３による入力情報に基づいて会計処理
を行う。すなわち、ＰＯＳアプリケーション４１は、入力情報（購入商品の情報等）と、
ＰＯＳサーバー５の商品マスターから得られた情報とに基づいて、会計処理データを生成
し、生成した会計処理データを印刷制御アプリケーション４２に出力する。
【００３７】
　印刷制御アプリケーション４２は、無線タグ読取部５１と、送信先設定部５２と、会計
データ取得部５３と、印刷データ送信部（印刷データ処理部）５４と、二次元コード読取
部５５と、照合部５６と、照合結果表示部５７とを有する。無線タグ読取部５１は、ＮＦ
Ｃ読取部３１により、印刷装置３の無線ＩＣタグ３ａから、ＭＡＣアドレスを読み取る。
【００３８】
　送信先設定部５２は、無線タグ読取部５１により読み取ったＭＡＣアドレスに基づいて
、印刷データの送信先を設定する。具体的には、送信先設定部５２は、読み取ったＭＡＣ
アドレスに基づいて、当該ＭＡＣアドレスを有する印刷装置３（ネットワークデバイス１
１）のＩＰアドレスを取得し、取得したＩＰアドレスを印刷データの出力先に設定する。
なお、ＩＰアドレスの取得方法は、例えば、通信可能な印刷装置３に、ＭＡＣアドレスお
よびＩＰアドレスを送信させる送信コマンドを送信し、これに対する返信を受信する形で
、通信可能な印刷装置３のＭＡＣアドレスおよびＩＰアドレスを取得し、取得した情報に
基づいて、読み取ったＭＡＣアドレスに対するＩＰアドレスを取得する方法を用いる。か
かる取得方法を採用する場合には、印刷装置３が、上記送信コマンドに対する返信機能（
ＭＡＣアドレスおよびＩＰアドレスを送信する機能）を有する。
【００３９】
　また、送信先設定部５２は、印刷制御アプリケーション４２が起動している間、送信先
の設定を記憶し、印刷制御アプリケーション４２が終了したとき、送信先の設定をリセッ
トする構成を有する。また、送信先設定部５２は、印刷制御アプリケーション４２を起動
している間、一度送信先の設定を行った後、再度送信先の設定を行うと、送信先の設定を
上書き（更新）する。
【００４０】
　会計データ取得部５３は、ＰＯＳアプリケーション４１から出力された会計処理データ
を取得する。印刷データ送信部５４は、取得した会計処理データを、レシートの印刷デー
タとして印刷装置３に送信する。すなわち、印刷データ送信部５４は、送信先設定部５２
により設定された送信先（ＩＰアドレス）に、印刷データを送信する。
【００４１】
　二次元コード読取部５５は、撮像カメラ３２により、印刷装置３によって印刷された二
次元コードＡ２を撮像して、印刷装置３（のネットワークデバイス１１）のＭＡＣアドレ
スを読み取る。
【００４２】
　照合部５６は、無線ＩＣタグ３ａから読み取ったＭＡＣアドレスと、二次元コードＡ２
を撮像して得られたＭＡＣアドレスとを照合して、無線ＩＣタグ３ａに記憶されたＭＡＣ
アドレスが正しいか否かを判定する。照合結果表示部５７は、照合部５６で照合した照合
結果をタッチパネル３３上に表示（出力）する。
【００４３】
　ここで図４ないし図６を参照して、携帯端末２による送信先設定動作、ＰＯＳシステム
１よるレシート印刷動作およびＭＡＣアドレスの照合動作について説明する。まず、図４
を参照して、携帯端末２による送信先設定動作について説明する。本送信先設定動作は、
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ユーザーが、印刷制御アプリケーション４２を起動し、印刷データの送信先として設定し
たい印刷装置３（上記一緒に携帯する印刷装置３）に携帯端末２を近接させ（かざして）
、無線ＩＣタグ３ａのＭＡＣアドレスを携帯端末２に読み取らせて（携帯端末２が読み取
る）実行される。
【００４４】
　図４に示すように、携帯端末２は、無線タグ読取部５１により、無線ＩＣタグ３ａのＭ
ＡＣアドレスを読み取ると（Ｓ１）、送信先設定部５２により、読み取ったＭＡＣアドレ
スに基づき、ＭＡＣアドレスに対するＩＰアドレスを取得する（Ｓ２）。そして、送信先
設定部５２により、取得したＩＰアドレスを送信先に設定する（Ｓ３）。これにより、本
送信先設定動作を終了する。なお、上記したように、ここで設定した送信先（ＩＰアドレ
ス）は、印刷制御アプリケーション４２を終了すると、リセットされるように構成される
。また、印刷制御アプリケーション４２が起動している間、一度送信先設定動作を行った
後、当該送信先が設定されている状態で、再度送信先設定動作を行うと、当該送信先の設
定が更新される構成となっている。
【００４５】
　次に図５を参照して、ＰＯＳシステム１によるレシート印刷動作について説明する。本
レシート印刷動作は、予め上記送信先設定動作を行い、印刷データの送信先が設定された
状態で行われる。また、本レシート印刷動作は、携帯端末２のＰＯＳアプリケーション４
１により会計処理が行われ、会計データ取得部５３により、ＰＯＳアプリケーション４１
から出力された会計処理データを取得して実行される。
【００４６】
　図５に示すように、携帯端末２は、会計データ取得部５３により、ＰＯＳアプリケーシ
ョン４１からの会計処理データを取得すると（Ｓ１１）、印刷データ送信部５４により、
会計処理データを印刷データとして印刷装置３に送信する（Ｓ１２）。このとき、印刷デ
ータ送信部５４は、上記送信先設定動作により設定された送信先（ＩＰアドレス）に、印
刷データを送信する。
【００４７】
　これに対し、送信先の印刷装置３は、レシート印刷部２２により、携帯端末２から送信
されたレシートの印刷データを受信し（Ｓ１３）、受信した印刷データに基づいて、レシ
ートを印刷（発行）する（Ｓ１４）。これにより、本レシート印刷動作を終了する。
【００４８】
　次に図６を参照して、ＰＯＳシステム１によるＭＡＣアドレスの照合動作について説明
する。本照合動作は、印刷装置３の無線ＩＣタグ３ａに記憶されたＭＡＣアドレスを照合
し、これが正しいものであるか否かを判定する。
【００４９】
　図６に示すように、まず、携帯端末２は、無線タグ読取部５１により、照合対象となる
印刷装置３の無線ＩＣタグ３ａからＭＡＣアドレスを読み取る（Ｓ２１）。一方、照合対
象となる印刷装置３は、ＭＡＣアドレス印刷部２３により、ネットワークデバイス１１か
らＭＡＣアドレスを読み出し、ＭＡＣアドレスを文字列Ａ１および二次元コードＡ２とし
て印刷する（Ｓ２２）。なお、このＭＡＣアドレスの印刷（Ｓ２２）は、例えば、ユーザ
ー操作（印刷装置３上のボタンの押下等）で実行される。
【００５０】
　次に、携帯端末２は、二次元コード読取部５５により、印刷装置３により印刷された二
次元コードＡ２を撮像して、二次元コードＡ２のＭＡＣアドレスを読み取る（Ｓ２３）。
そして、照合部５６により、無線ＩＣタグ３ａのＭＡＣアドレスと、二次元コードＡ２の
ＭＡＣアドレスとを照合する（Ｓ２４）。両ＭＡＣアドレスが一致した場合（Ｓ２５：Ｙ
ｅｓ）には、無線ＩＣタグ３ａに記憶されているＭＡＣアドレスが正しいと判定し（Ｓ２
６）、照合結果表示部５７により、その旨を、タッチパネル３３上に表示（出力）する（
Ｓ２７）。一方、両ＭＡＣアドレスが一致しなかった場合（Ｓ２５：Ｎｏ）、無線ＩＣタ
グ３ａに記憶されているＭＡＣアドレスが誤っていると判定し（Ｓ２８）、照合結果表示
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部５７により、その旨をタッチパネル３３上に表示（出力）する（Ｓ２９）。これにより
、本照合動作を終了する。
【００５１】
　以上のような構成によれば、ＭＡＣアドレス印刷部２３により、ネットワークデバイス
１１から読み出したＭＡＣアドレスを印刷することができるので、搭載したネットワーク
デバイス１１のＭＡＣアドレスと、無線ＩＣタグ３ａに記憶されたＭＡＣアドレスとを容
易に照合することができる。そのため、無線ＩＣタグ３ａに、誤ったＭＡＣアドレスが記
憶されていないか否かを確認することができ、印刷データの送信先の設定を正確に行うこ
とができる。
【００５２】
　また、ＭＡＣアドレス印刷部２３により、ＭＡＣアドレスを文字列Ａ１として印刷する
ことで、印刷された当該文字列Ａ１によって、ＭＡＣアドレスを視認することができる。
【００５３】
　さらに、ＭＡＣアドレス印刷部２３により、ＭＡＣアドレスを、二次元コードＡ２（コ
ード画像）として印刷することにより、印刷された当該二次元コードを撮像することで、
携帯端末２（情報処理装置）に、ＭＡＣアドレスを容易に取り込むことができる。よって
、携帯端末２によって、容易に照合処理を行うことができる。
【００５４】
　またさらに、携帯端末２がＭＡＣアドレスを照合する照合機能（二次元コード読取部５
５および照合部５６）を備えることにより、携帯端末２によって、照合作業を行うことが
できるので、ユーザーによる照合作業の手間を省くことができる。
【００５５】
　また、送信先設定部５２により、印刷制御アプリケーション４３の終了時に、送信先の
設定をリセットすることで、印刷制御アプリケーション４３の起動時に、前回使用したと
き（終了時）の送信先設定が残っていることがない。よって、前回使用した印刷装置３に
、誤って印刷データを送信してしまうのを避けることができる。
【００５６】
　なお、上記実施形態において、印刷データ送信部５４が、照合部５６で照合された照合
結果に基づいて、無線ＩＣタグ３ａに記憶されたＭＡＣアドレスに基づく送信先に印刷デ
ータを送信する構成であっても良い。例えば、照合の結果、無線ＩＣタグ３ａに記憶され
ているＭＡＣアドレスが正しいと判定した場合（図６のＳ２６）には、レシート印刷動作
における印刷データの送信（図５のＳ１２）を通常通り行い、無線ＩＣタグ３ａに記憶さ
れているＭＡＣアドレスが誤っていると判定した場合（図６のＳ２８）には、レシート印
刷動作における印刷データの送信をキャンセルする構成とする。かかる構成によれば、印
刷データの誤送信を防止することができる。
【００５７】
　なお、上記実施形態においては、携帯端末２が、アクセスポイント４および店舗内ＬＡ
Ｎ６を介して、印刷装置３に印刷データを送信する構成であったが、携帯端末２が、Ｂｌ
ｕｅｔｏｏｔｈ等の無線通信によって、印刷装置３に直接印刷データを送信する構成であ
っても良い。かかる場合、ＭＡＣアドレスおよびＩＰアドレスに代えて、ＢＤアドレスを
用いて印刷データの送信を行う。この場合、ＭＡＣアドレスに代えて、無線ＩＣタグ３ａ
にＢＤアドレスを記憶し、携帯端末２により、当該ＢＤアドレスを読み取る。そして、読
み取ったＢＤアドレスを印刷データの送信先として設定する構成となる。また、照合動作
についても、印刷装置３により、ＢＤアドレスを二次元コードＡ２として印刷し、携帯端
末２により、無線ＩＣタグ３ａのＢＤアドレスと二次元コードＡ２のＢＤアドレスとを照
合して、無線ＩＣタグ３ａに記憶されているＢＤアドレスが正しいか否かを判定する。
【００５８】
　また、上記実施形態においては、印刷データ送信部５４が、取得した会計処理データを
レシートの印刷データとして送信したが、印刷データ送信部５４が、会計処理データに基
づいて、レシートの印刷データを生成し、これを送信する構成であっても良い。また、レ
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シートの印刷データを送信するものに限らず、例えば、ラベルの印刷データや、クーポン
の印刷データを送信する構成であっても良い。
【００５９】
　なお、上記実施形態においては、ＭＡＣアドレス印刷部２３により、ＭＡＣアドレスの
文字列Ａ１および二次元コードＡ２を印刷したが、二次元コードＡ２のみを印刷する構成
であっても良い。また、コード画像であれば、二次元コードＡ２に代えて、バーコード等
を印刷する構成であっても良い。
【００６０】
　また、上記実施形態においては、二次元コード読取部５５により、印刷された二次元コ
ードＡ２を撮影してＭＡＣアドレスを得る構成であったが、二次元コード読取部５５に代
えて、文字列読取部を有し、文字列読取部により、印刷された文字列Ａ１を撮像してＭＡ
Ｃアドレスを得る構成であっても良い。かかる場合、ＭＡＣアドレス印刷部２３が、ＭＡ
Ｃアドレスの文字列Ａ１を印刷する構成としても良い。
【００６１】
　また、上記実施形態においては、携帯端末２により、印刷したＭＡＣアドレス（二次元
コードＡ２）を読み取り、携帯端末２が、自動的にＭＡＣアドレスの照合処理を行う構成
であったが、当該照合処理をユーザーが行う構成であっても良い。かかる場合、上記照合
動作（図６）において、二次元コードＡ２の読取処理（Ｓ２３）以降の工程に代えて、携
帯端末２が、Ｓ２１で読み取った無線ＩＣタグ３ａのＭＡＣアドレスを、文字列としてタ
ッチパネル３３上に表示する表示処理を行う。これによって、ユーザーが、Ｓ２２で印刷
されたＭＡＣアドレスの文字列Ａ１と、表示処理で表示されたＭＡＣアドレスの文字列と
を視認し照合することができ、ＭＡＣアドレスが正しいか否かを判定することができる。
【００６２】
　なお、上記実施形態においては、無線ＬＡＮ通信によりネットワーク接続されたモバイ
ルプリンターに本発明を適用したが、これに限るものではない。すなわち、据置きの印刷
装置３に本発明を適用しても良いし、ＬＡＮケーブルによりネットワーク接続された印刷
装置３に本発明を適用しても良い。
【００６３】
　また、上記実施形態においては、「印刷制御装置」および「照合装置」を、単一の携帯
端末２により構成したが、「印刷制御装置」と「照合装置」とを別々の携帯端末２により
構成しても良い。かかる場合、「印刷制御装置」を構成する携帯端末２は、無線タグ読取
部５１、送信先設定部５２、会計データ取得部５３および印刷データ送信部５４を有し、
「照合装置」を構成する携帯端末２は、無線タグ読取部５１、二次元コード読取部５５、
照合部５６および照合結果表示部５７を有する構成とする。
【００６４】
　さらに、上記実施形態においては、「印刷制御装置」および「照合装置」を、タブレッ
ト端末で構成したが、情報処理装置で構成するものであれば、これに限るものではない。
すなわち、これらを、パーソナルコンピューターやスマートフォン、携帯電話、携帯ＰＯ
Ｓ端末、携帯情報端末（ＰＤＡ）等で構成しても良い。
【００６５】
　またさらに、上記実施形態においては、本発明の印刷システムおよび照合システムを、
ＰＯＳシステム１に適用する構成であったが、これに限るものではない。例えば、オフィ
ス等で用いられる印刷システムに、本発明の印刷システムおよび照合システムを適用して
も良い。すなわち、通常の印刷物を印刷する印刷データを送信するのに、上記送信先設定
を用いても良い。
【符号の説明】
【００６６】
　１：ＰＯＳシステム、　２：携帯端末、　３：印刷装置、　３ａ：無線ＩＣタグ、　１
１：ネットワークデバイス、　１２：印刷部、　２３：ＭＡＣアドレス印刷制御部、　４
３：印刷制御アプリケーション、　Ａ１：文字列、　Ａ２：コード画像
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